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都道府県ごとの最低賃金時間額（円） 

都道府県名 
最低賃金 

時間額【円】 
都道府県名 

最低賃金 

時間額【円】 
都道府県名 

最低賃金 

時間額【円】 

北海道 889 石  川 861 岡  山 862 

青  森 822 福  井 858 広  島 899 

岩  手 821 山  梨 866 山  口 857 

宮  城 853 長  野 877 徳  島 824 

秋  田 822 岐  阜 880 香  川 848 

山  形 822 静  岡 913 愛  媛 821 

福  島 828 愛  知 955 高  知 820 

茨  城 879 三  重 902 福  岡 870 

栃  木 882 滋  賀 896 佐  賀 821 

群  馬 865 京  都 937 長  崎 821 

埼  玉 956 大  阪 992 熊  本 821 

千  葉 953 兵  庫 928 大  分 822 

東  京 1,041 奈  良 866 宮  崎 821 

神奈川 1,040 和歌山 859 鹿児島 821 

新  潟 859 鳥  取 821 沖  縄 820 

富  山 877 島  根 824 
 

P19 
●割増賃金について 

※２…中小企業を除く（当分の間）→中小企業は 2023 年 3 月までは 25％超 

Ｐ38 

基本手当日額（限度額） 

（令和 3 年 8 月 1 日現在） 

30 歳未満 6,760 円 

30 歳以上 45 歳未満 7,510 円 

45 歳以上 60 歳未満 8,265 円 

60 歳以上 65 歳未満 7,096 円 

P42 

第 1 号被保険者の保険料（令和 3 年度） 

月 16,610 円 

※保険料率 18.300％（令和 2 年 9 月分～） 

P48 ※令和 3 年 7 月末現在、全国でおよそ 4 万 3 千人 

（令和 3 年 10 月現在） 


